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伊勢崎太郎     ■■病院                              20,000      5,000 

伊勢崎花子     ■■病院                       50,000 

伊勢崎太郎     ▲▲薬局                        8,000 

医療費控除とは 

自己または生計を一にする親族のために支払った医療費が前年中にある場合、次の計算式で算出した金額を医療費控除として

所得金額から差し引く事ができます。また、医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必須です。 

※支払った医療費が戻ってくる制度ではありません。高額医療、限度額認定等はお使いの保険証の担当にご確認下さい。 

※非課税（税額が０円）の方は、医療費控除について申告をする必要はありません。 

 

【 計算方法 】 (支払った医療費額－保険金等の補填額)－(総所得金額の５％もしくは 10 万円の少ない方)＝控除額 

医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」の添付が必須です 

記載内容について医療保険者から交付を受けた「医療費のお知らせ」を添付する場合、医療機関名等の明細の記入を省略でき

ます。なお、領収書等は申告書に添付せず、ご自宅で５年間保管をして下さい。 

 

 

【 医療費控除の明細書の記載例 】 

医療保険者から交付された「医療費のお知らせ」を

添付する場合、ご記入下さい。 

※お知らせに記載されていない部分は、領収書等を

確認し下欄にご記入下さい。 

医療を受けた人、医療機関ごとに記入して下さい。 

セルフメディケーション税制とは 

医療保険者が実施する健康診断の受診やインフルエンザ等の予防接種、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取り組

みを行っている人が、自己または生計を一にする親族のために前年中にドラッグストアなどで特定一般用医薬品（領収書にセルフ

メディケーション税制の対象商品である旨の識別マークが表示されたものが対象）などの購入のために支払った金額がある場合は、

次の計算式で算出した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができる制度です。申告する場合には、セルフメディケー

ション税制用の明細書の添付が必須です。領収書は、添付または提示は不要ですが、自宅で５年間保管する必要があります。 

 

【 計算方法 】 (支払った対象医薬品の購入額－保険金等の補填額)－12,000 円＝控除額（限度額 88,000 円） 


